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第

十

七

猞(

六
ニ
ニ)

雜

錄

.

社
會
^
想
家
>.
し
ズ
0-
0
日
ン
き
-/
ン
キ
ン
の
生
独 

桀

四

號

J 
ニ
六

た
利
益
を
述
べ
か
後
で
此
の
交
友
が
無
か
つ
た
e
し

て

，
 

.も
ォ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
生
活
：は
：-フスキンに利益を與，

 

へ
た
で
あ
ら
ぅ
と
な
し
て
、
然
ら
ざ
れ
.ば
彼
は 

.『

美術に於ける獨學のディレッタン>、社會の
 

ブ
ル
ジ
ョ
ヮ
的
改
革
論
者
ど
ー
て
彼
は
べ
循
が
最
高
か
-'
: 

ら
最
低
に
亙
る
諸
階
級
：の
.人
々
i
父
は
る
事
に
ょ
り
、

\ 

又
*
ら
ゆ
る
趣
味
を
鑑
識
し
め
ら
ゆ
る
主
張
を
吟
味
し 

あ
ら
ゆ
る
理
想
を
：比
較
す
る
®
等
に
ょ
つ
て
得
た
、：
觀
一 

察
の
廣
大
、
表
現
の
自
_
を
#
る
亭
が
出
來
な
か
づ
た\

: 

.

:
:

■

;
:
:
:
:•
, 

. 

:
: 

r. 

j-

かも知れない

』

^
:M
論
し
.て
^
る(Life 

and 
W
o
r
k

 
of JFohn 

Ruskin, 

vol.J, 

p
.

CO
I 
ノ 

.

:
. 

丨
'

:

十

-Frederic. 

Harrison ；

は

_オ
ク
ス
：
フ

ォ

ー

.ド

の

生

活

が 

ラ

ス

キV

に

1

部
の
興
味
を
與
へ
た
第
は
認
め
ぅ
る
が 

.併

し

： 

.

'

へ『

當
時
の
課
目
、N

e
w
d
〖g
a
t
e

の
«
賞
、i

フ
ク
シ
語
の 

嵌
文

"希
臘
語
の
文
章
論
"
#は
®:
大
な
る
.機
に
於
い
て 

ー
フ
.ス
：ギ
ン
の
自
然
的
倾
向
か
ら
彼
む
引
き
離
し
、
彼
の
'

戀
愛
ご
共
に
.彼
の
最
も
貴
重
な
る
苹
の
幾
分
か
を
浪
费 

せ
し
め
た
。
ラ
ス
キ
ン
は
如
何
な
る
場
合
に
も
彼
の
印 

象
に
於
い
て
雜
多
で
ぁ
气
彼
の
熱
淑
に
於
い
て
散
漫 

で
ぁ
る
様
に
さ
れ
て
來
た
。
.恭
し
彼
が
他
の
學
位
や
名 

譽
の
仕
，事
を
避
け
T
、
自
己
特
而
の
仕
事
並
び
に
そ
の 

知
己
を
求
め
得
た
な
ら
ば
、
或
は
彼
の
愛
せ
る
_
ii
が 

I最
高
の
名
#
を
得
て
、
終

^
敎
會
の
#
々
た
る
僧
正
職
：
 

:

に
開
花
す
可
き
蕻
を
期
待
し
て
ゐ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
 

恐
ら
く
ォ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
純
然
た
る
利
益
ぁ
る
學
校 

€
な
つ
た
で
あ

ら

，
ノ

』

£ (Joh
n 

R

 skin, 

p. 

37.)

;

.

',(

未
.完
.

)

'

ヲ

=

*

"、ト

ル

：

ス

チ

コ

ア

^
—

ト

-:
兩

朝

に

於

け

ろ

工

業

鐵

⑵

.

木

«

| 

一

.

E

.
：

妓
に
先
、つ
ゾ
ム
バ
ル
ト
が
述
べ
た
る
所
の
マ
1
ヵ
ン 

チ
，リ
ズ
ム
概
論
並
に
-
^
ェ
業
政
策
観
を
記
で
こ
^

、
す

: 

'
吾
八
は
、
何
物
が
思
想
並
：£

本
城
則
に
就
て
、
：
前 

時
代
即
都
.市
經
濟
時
代
ょ
り
?1
承
せ
ら
れ
，
各
君
主
0 

異
れ
る
利
寄
に
ょ
り
如
何
な
る
變
化
が
必
要
に
®

じ
て 

生
せ
>
?る
べ
か
ら
ざ
k
vし
か
を
明
な
，ら
し
め
れ
る
時
、 

最
も
ょ
く
、

マ
ー
カ
ン
チ
ヅ
'ズ
ム
«

«
政
策
の
^
^
的 

.特
質
を
现
»|
し
得
る
の
で
>ぁ
る
>
,

:
マ
！

カ
ン
チ
リ
.ズ
ー
は
實
に
太
な
：る
領
域
に
«
张
せ 

ら
れ
れ
る
都
市
の
經
濟
政
饱
に
他
む
ら
な
い
。
都
市
が

姑

十

七

卷(

六
ニ
三
1

雜

錄
チ
比
丨
ド
ル
、
ス

其
■利

密
.に
從
.て
.世

界
<?
)
中

心

點

を

形

成

し

た

る

が

如

.■く 

¥

や
そ
は
君
主
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
た
る
領
土
皮
な

れ
る
も
其
政
策
は
其
根
本
觀
念
に
於
て
依
然
、
向
利
的 

で
ぁ
る
。
镏
if
:
會
舰
念
：も
亦1

般
的
國
家
觀
念
に
於
て 

i
:

極
め
て
姐
底
的
に
存
續
し
た
即
全
部
の
幸
福
は
個
人
的 

|
厂
幸
福
に
先
行
し
、
總
員
は
假
令
ヽ
»
制
君
主
を
通
じ
て
代 

 ̂
.表
せ
ら
.る
る
も
尙
協
.同
的
掛
;#
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

,-
斯
冬
根
本
«
念
よ
り
先
づ
專
制
教
主
國
家
の
其
|1
1
段
の 

| 

“經
濟
的
消
费
に
對
す
る
廣
さ
に
百一

れ
る
考
傲(

3
r
s
o
r
'

,

:'
:

g
e

)

が
生
す
る
。
即
中
世
都
市
の
備
荒
政
策
は
國
家
に 

.へ
よ
.り

て

其

總

，
ベ

て
の
部

分

に
於
て
誠

心
誠
意
を
以
て
繼 

\ 
嚷
遂
れ
せ
ら
れ
た
。(

d
e
r JVEoderne 

Kapitalismus,

ノ，I 

B
a
n
d

 

S. 

363) ：

斯
く
て
获
に
、
一
個
の
經
濟
主
體
は 

:財
貨
を
生
產
し
或
は
：.商
業
を
營
む
彼
の
權
利
を
姊
刚
體 

(
G
e
n
l
d
n
s
c
b
a
f
o

に
得
る
S
の
原
則
を
^
に
生
せ
し
む 

る

-J
郞
今
や
國
王
に
よ
り
て
代
表
せ
ら
る
る
其
剐
體
は 

に
其

_
斷
に
よ
6
、
自
'己
の
利
害
に
於
て
適
當
な
り
V
V認

丁
 

H
T
1'
兩
朝
に
於
け
石
工
業
破
策 

第叫敬
ニーセ



第

十

七

雄(

六
ニ
四)

雜

錄

チ

3*
丨
ド
'
ス
ナ

む
る

所
に
從
て
、
各
個
經
濟
主
體
に
權
利
を
K
與
し
或 

は
義
務
を
課
す
。
換
言
す
れ
ば
、
總
べ
て
の
經
濟
パ
爲 

は

I

つ
.特
權
を
賦
與
せ
ら
れ
た
る
行
爲
で
あ
る
.。

■
f.
^

、

前

の

根

本

舰

念

ょ

り

し

て

ゝ

各

個

人

は

其

行

爲
 

を
嚴
に
政
府
の
命
令
に
，適
合
せ
し
む
べ〜

、
又
政
府
は 

經
濟
的
行
爲
を
盤
督
せ
ざ
る
ベ
か
ら
ず
又
其
®
密
铗
、レ 

な
る
•遂
行
の
賢
を
負
ふ
こ
o

な
る
。
即
如
何
な
る
目 

的
に
對
し
て
も
經
濟
主
體
の
各
行
爲
を
、
正
し
さ
に
導 

ぐ
命
令
に
ょ
っ
て
善
■
，す
る
の
責
任
を
街
す
る
。
.從
て 

«
ベ
て
の
經
濟
行
爲
ば
制
親
せ
ら
れ
た
る
行
®
で
あ

:
都
市
經

濟

政
策
の
發
固
な
る

組
織
に
對
し
、
國
王
は 

其
特
殊
例
利
害
を
以
て
臨
む
：だ
o
而
も
國
王
は
其
權
カ 

•を
就
中
ニ
個
の
®
礎
即
' 
傭
兵
制
度
及
官
僚
：政
治
0
基
：
 

#
の
.上
に

.
置
く

も

此
兩
機
關
は
全
ぐ

根
衣

的

に

、
‘
貨

幣
 

經

濟

の
®

碰
の
上
に
立
つ
.も
の
で
あ
る
。
從
て
、軍
隊
並 

に
官
僚
を
維
持
し
得
ん
が
た
め
に
は
國
王
は
先
づ
第J 

一.
■=

.主
B
は
斯
く
も
急
速
に
し
て一

般
的
な
る
發
達
に
達
せ 

ざ
り
し
な
る
べ
し
ど
•云
ふ
の
で
あ
る
。(S. 

365-6)

'而
し
て
貨
幣
を
調
®
す
る
と
は
、
君
主
國
政
治
家
の 

中
心
問
題
に
し
て
從
て
又
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
政
策
の 

:

總
べ
：て
の
：思
想
並
に
平
段
が
货
幣
獲
得
の
渴
留
に
集
中
:
 

せ
し
は
實
に
明
白
な
る
所
で
あ
る
0
共
都
市
に
使5

：

貨 

物
を
充
分
に
供
給
せ
ん
は
都
市
政
府
の
最
も
熱
心
な
る 

努
力
な
り
し
も
、
玆
に
货
幣
の
形
態
に
於
け
る
交
換
® 

値
を
國
王
の
金
庫
に
»
ち
さ
ん
^

o

し
及
此
目
的
の
た
め 

に
ft
接
或
は
間
接
に
國
庫
に
流
.入
せ
し
め
ん
が
た
め
に
一 

-豫
め
典
領
す
る
國
土
に
貨
幣
を
齎
ら
さ
ん
^
す
る
は
、

j 

フ
.1

フ
ン
ス
箪
命
以
前
に
於
け
る
總
べ
て
-の
大
政
治
家
の| 

努
カ
0
中
心
ど
な
つ
た
ビ
，云
へ
る
で
あ
ら
ぅ
o
即
都
市

,
 

の
貨
物
補
給
政
策(Gaterversorgungspolitik.j

ょ
ぢ
國 

家
の
貨
?!
?
補

給

政

策(GeldversorglmgspoHtik )

が
生 

じ
た
の
で
あ
る
。
貨
胳
增
加
の
®
望
は
總
べ
て
の
；T
丨 

力
ン
チ
リ
ズ
：ム
政
治
家
、

マ
ー
カ
ン
チ
}
ズ
ム
の
理
論 

命
す
七
怨
* C

六
ニ
五〕

_

錄
チ
士
丨
ド
ル
、
ス
チ
“ rl

ア
*
ト
•兩
？
レ
.於
け
る
丄
n
M
m 

第
5號 

一
二
八

に
、
又
第
二
に
も
'第
三
に
も
貨
幣
を
必
要
ご
-す
る
も
の 

で
あ
る 

>君
主
は
、其
目
的
の
た
め
に
必
耍
>

」

す
る
資
金 

を
祖
稅
又
は
借
入
に
卿
ぐM

J

に
ょ
つ
て
調
速
す
る
。
而 

も
租
税
の
徵
收
さ
れ
、
資
金
の
、調
達
せ
ら
れ
得
べ
き
が 

I

た
め
に
は
國
內
に
其
火
ど
な
る
に
'從
て
益
々
信
川
肜 

.
の
發
達
を
妨
ぐ
こ
ご
く
な
る
、
貴
金
働
パ
或
る
最
少
遗 

|

:
が
蓄
櫝
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
なs

の
で
あ
る
。
又
此
近 

世
君
主
國
の
耍
求
を
滿
さ
ん
が
た
め
に
は
貴
g

M
の
成 

一
ー
定
の
最
少
量
が
地
上
に
於
て
生
產
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら 

:

な
い
。
此
時
代
の
數
世
紀
に
於
て
貴
汆
M
，土
康
の
著
し

::
: 

;

き
增
加
は
實
に
近
世
國
家
の
發
達
に
對
，し
て
本
質
的
な
.

..

 

る
刺
戟
促
遇
を
意
味
す
る
も
の
な
れ
^
云
へ
る
の
で
あ 

る
。
或
は
之
をI

般
に
云
へ
ば
、
メ
キ
ンn

、
ぺ
ル
I
の 

銀
.坑
，
及
ブ」

フ
ジ
ル
の
金
山
ょ
ゥ
近
肚
國
家
は
生
じ
た 

VJ

云
へ
る
。
勿
論
こ
は
唯
、
制
限
條
仲
£
し
て
の
み
で 

あ
ろ
。
即
ア
メ
リ
ヵ
發
見
以
來
生
じ
を
る
が
卯
き
、

S 

富
な
■る
貴
金
場
生
產
な
か
り
し
な
ら
ん
に
は
、
近
此
君

並
：に
政
策
に
.等
し
く
其
$
.礎
を
な
.せ
る
も

.の
で
..あ
づ 

た
。
時
代
の
變
遷
に
よ
り
て
變
化
せ
る
所
或
は
其
各

 々

の
異
れ
る
所
は
唯
如
何
に
せ
ば
最
も
容
n勿
に
、
最
も
生 

:爺
的
に
.典
熟
望
せ
る
.貨
幣
を
調
達
し
得
ベ
き
か
の
、
最

.: 

|

も
合
目
的
な
る
方
法
に
關
す
る
觀
察
の
異
れ
る
に
あ 

る
。
吾
人
は
第
十
七
世
紀
の
英
國
に
於
て
、
貴
金
屬
の 

j

流
出
入
の
直
接
の
支
配
抑
制
を
求
む
る
地
金
論
考
ど
/

■

»
貨
移
動
の
方
IM
J
に
よ
る
間
接
の
支
配
を
以
て
■

な 

り
ど
認
む
る
マ
ー
カ
ン
チ
ジ
ス
ト
ビ
.の
間
に
論
爭
の
ff
i 

さ
れ
又
、
ス
チ
ユ
ア
ー
，ト
朝
の
後
#
に
於
て
、
就
中
工
業 

の
，發
達
に
よ
り
て
貨
幣
蓄
精
量
の
.增
加
を
期
待
す
る
所. 

:論
の
發
生
せ
る
を
見
る
の
で
あ
る
？

庇
に
述
べ
た
る
如
く
、

マ
ー
ヵ
ン
チ
リ
ズ
ム
政
治
は 

其
本
質
に
於
て
、
其
特
徵
€:
す
る
目
的
を
、
嘗

て

都

市

；
 

政
府
に
よ
^V

て
行
は
れ
た
る
方
法
に
於
て
ノ
達
せ
ん
^

: 

努
め
た
の
で
め
る
。
其
全
政
策
0
最
大
の
努
カ
«
直
.接

.
 

に
貨
幣
を
^
得
せ
ん
ど
す
る
に
自
ら
集
中
せ
ら
る
ベ
く 

ー
ア
ー
ト
、
兩

朝
；！

於

け

る

H

槳

攸

饿i

g
笫

四

啟
r
一
九
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十
七
か\

 

(

六
二
六)

‘

雜

錄

.
即

そ

は

國

內

に

現

存

せ

る

金

銀

を

，
確

保

、

又
自
國
に 

於
て
貴
金
®
を
注
產
せ
ん
^
努
力
す
る
に
ょ
る
の
で
あ 

る
、(s. 

3
S
-
7
)

:
旣
に
都
市
は
時
に
は
潰
金
駡
採
掘
を
經
營
し
允
る
を 

f

し
も

"第
十
六
世
紀
以
來
、貴
金
1
|の
自
國
內
：に

涸

! 

渦
す
る
J
な
か
ら
し
め
ん
が

.^
め
に
、
銀
坑
を
其
管
理
’

;

に
收
：む
る
の
傾
向
技
國
家
行
政
に
於
て
益
々
明
確
な
る 

も
0
ヒ
な
り
、實
.に
其
經
營
が
掼
失
を
來
す
時
も
你
、
貴 

.金
13
採
掘
を
國
民
經
濟
的
利
用
に
.供
せ
ん
.
V
J:t
.る
.は
マ
.
■

1
力
ン
チ
y *

ス
ム
論
0

1
原
則
ど
な
つ
た
の
で
あ
る
。
 

ド
你
自
己
の
銀
坑
、
自
己
の
金
產
地
所
有
の
熱
祟
が
國
：，
 

家
を
し
て
其
國
境
を
越
え
て
遠
く
印
度
に
趨
ら
し
め
た 

る
{
及
斯
る
金
の
追
求
ょ
b
ョ
；丨
ロ
：ッ：：

パ
諸
國
の
大
植 

民
地
：國
の
生
检
る
，」

ビ
等
は
宽
大
な
る
事
實
で
あ
る
。
 

而
て
ri
l
王
の
金
庫
に
最
大
可
能
の
货
幣
最
を
直
接
.に
導
.

か
ん
ど
す
る
、
，
势
カ
ほ
!(
)
&
ら

®f
c
#,
に
偾
^
«1
濟
の 

極
め
て
巧
妙
な
ろ
組
織
は
生
じ
、
又
.經
濟
生
活
の
形
成

.第

四

镪

ニ
1

5
 

.にv

り
て
重
大
な
る
意
義
.あ
る
#
殊
の
飾
貨
及
本
；
^
 

,
幣

政

策

を

發

生

せ

し

め

た
る
も
之
等
の
詳
細
に
就
て
は 

茲
に
は
述
べ
な
い
。
又
调
象
は
其
缺
乏
せ
る
貨
幣
を
有 

利
に
調
達
せ
.ん
が
れ
め
に
、
自
ら
企
業
家
ど
な
る
。
即 

—
:菩
人
が
資
本
主
義
的
經
濟
の
成
立
を
硏
究
し
、
初
期
資 

:本
主
義
時
代
の
經
濟
主
體
を
觀
察
す
る
場
合
に
國
象
の 

j

斯
る
性
質
を
發
見
す
る
。
播
に
就
中
國
家
が
.間
接
に
其 

.目
的
に
達
せ
ん
ど
す
る
.
マ
ー
ヵ
シ
チ
リ
ズ
ム
政
策
の
方 

而
を
考
察
す
ベ
き
で
あ
る
。
斯
る
間
接
の
途
は
«
家
女 

|

し
て
、
勃
興
し
つ
、
あ
る
資
本
主
義
を
#

ふ 

一
a
の
# 

i

社
事
業
c
«
o
m 

pagniegesch

PJ'ft)

'に
導
き
、
斯
る
會
社 

一
企
業
の
發
達
は
明
に
、
,マ
ー

力
ン
チ
タ
ズ
ム
を
語
一
る
者 

，
の
一
般
に
認
む
る
所
で
办
る

:
:-.
吾
人
は
此
時
代
の
數
世
紀
に
.於
て
、
國
王
^
資
本
主 

義
的
企
業
家
ヾ
し
は
多
く
共

m
の

利

«
を
有
す
る
を
以 

て
、
自
ら
同
盟
者
た
り
し
こ
皮
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
：い
V 

就
中
兩
者
は
俱
に
、
.中
世
的
、
都
市
的
、
封
難
的
權
カ

,

チ

ュ
|
ド

少

、
ス

チ

ナ

ァ
1
ト

、
兩

朝

じ

於

け
，

q 

H
m.政
策

に
對
す
る
共
同
の
敵
對
に
ょ
り
て
協
カ
す
る
こ
ビ
V
な 

:っ
た
。
；中
世
的
、都
市
的
、封
建
的
權
カ
は
、：：大
：な
る
® 

域
に
對
す
る

王
權
の
擴
大
を
^

^
す
る

€
典
に
、
其
組 

合
或
は
關
稅
の
隙
壁
に
ょ
：っ
て
勃
興
し
っ
、
あ
る
資
本 

主
義
を
拘
來
せ
ん
^
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
ー
，一
個
の
新 

勢
力
に
ビ
り
て
、
國
內
に
嗇
金
熥
の
能
ふ
限
り
大
な
る 

蓄
積
に
對
す
る
利
害
關
係
は
共
通
で
.あ
っ
た
。從
飞
、
此

：
 

兩
者
が
協
同
す
る
は
全
く
自
然
に
生
.す
る
こ
^
に
し
て 

特
に
i

君
主
.國
は
資
本
主
義
的
矶
畠
、
w

¥
づ
_

一
 

に
資
本
主
義
的
工
業
及
大
外
國：

貿
易
の
進
埗
者
及
補
助 

者
ビ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

^
，
学

^

.

四

■ 

. 

■.ノ 

ゾ
ム

\

ル
ト
が
マ
ー
カ
ン
チ
タ
ズ
.ム
の
下
に
於
け
る

:
1業
.5¥
に
.祐
染
政
策
を
^
ぷ
ろ
，に
當
り
で^un.

的
ど
す
.
.
 

る
所
は
、
斯
る
諸
政
策
が
叨
に
各
國
民
的
相
異
を
有
す 

る
に
も
係
ら
す
、
3t
被
調
に
於
て
全
ョ
I &

ッ
パ
諸
國 

に

同一

の
形
態
を
採
れ
る
こ
ビ
を
示
す
に
あ
る
。.
其
本

第
十
七
怨

(

六
ニ
七)

雜

錄

チ
^
1ド
ル
、
ス
チ

質
に
於
て一

致
せ
る
諸
主
耍
國
の
立
法
的
法
制
的
手
段
‘
. 

の
槪
括
は
個
々
の
{0
5
|家
的
行
政
«1
織
に
精
通
せ
る
渚
に 

$
り
て
も
亦
恐
ら
く
便
宜
^
る
ベ
き
も
の
で
あ

る

。

.
:茲
に
、
，國
家
が
資
本
*
_
的
經
濟
要
素
の
利
益
の
た 

j 

.め
に
、
採
れ
る
«
政
策
を
個
々
に
舰
察
せ
ん
か
、そ
は
實 

,

に
根
本
に
於
て
都
市
經
濟
政
策
の
原
則
の
、
國
家
备
班
'

.
に
適
用
せ
ら
れ
其
特
殊
目
的
}:
應
し
て
個
々
に
ま
夂
让 

る
も
の
に
他
な
ら
ざ
る
を
見
る
。
即
マ
ー
力
ン
チ
ジ
ズ 

.ム
經
濟
政
策
は
都
市
の
政
策
.の
如
く
、

w
特
權
m

*

\ 

(
M
v
i
i
e
g

一

e
m
a
g
)

 g

生

產

並

に

商

業

の

制

規(R
e
g
i
e
,

•I 

日 
e
n
t

〖

e
r
u
n
g

)

^
(3
)

«j 

(
U
&
z
i
e
r
u
n
g
)

に
力
を
難
し
れ 

の
で
あ
る
。(S. 

374-5)

⑴
吾
人
は
特
權
附
與
に
ょ
つ
て
兹
に
は
金
く 
一
« 

t
に
"
私
人
の
經
濟
的
活
動
を
先
づ
喚
起
し
或
は
又
旣
に
，
 

'
行
は
れ
居
る
場
合
に
は
有
利
に
或
は
ょ
り
有
利
に
形
成 

せ
ん
ど
す
る
目
的
の
た
め
の
國
家
權
力
の
設
定
、
運
用
.
 

を
理
解
す
る
。勿
論
玆
に
は
«
、
近
世
國
家
が
第
一
に
㈣

ュ
ァ
ー
ト
"
兩

朝

に

於

け

芯

エ

粱

政

策

第

四

號
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第

十
七
卷

(

六

二
八)

雜

錄

チ
ユ
ー
ド
少
、ス
チ

-
«關
係
を
有
す
る
資
本
主
義
的
企
業
$
特
權
附
與
0
み 

を
研
究
す
る
、之
を
詳
細
に
類
別
せ
ん
か
"
國
家
的
權
カ 

_

( は
、；：：

或
ば
現
存
の
資
本
生
，義
的
利
益
の
促
進
氏
或
は
、
：
 

生
を
求
め
ク
、
あ
れ
ど
も
ft
胚
子
，、

」

し
て
腿
れ
る
資
本 

主
義
的
利
益
を
生
長
せ
(.
:
め
、
或
は
又
：紙
る
利
益
：の
前「 

弈
を
初
め
て
植
ゆ
る
が
^
め
に
向
げ
ら
る
。屢
-此
特
權 

附
與
は
，資
本
主
義
的
鐵
濟
ガ
法
を
し
て
、
相
反
對
す
る 

，手
エ
業
者
組
合
の
獨
占
權
^
克
く
對
抗
す
る
を
得
せ
し 

め
ん
ど
す
る
(:
貢
■
じ
^
の
で
あ
る
。
M
し
て
特
瞎
附 

與
は
極
め
て
多
種
の
形
態
を
採
れ
る
も
先
づ
擧
げ
ら
る 

る
は(

ィ)

獨
占
權
附
與(

M

o-nopoKS 
一
 e

s
n
g
y

に
し
て 

マ
：

—

力
ン
チ
ジ
ズ
ム
の
制
度
-に
於
て
極
て
重
大
な
る
任
ニ
 

を
^
せ
る
も
の
'で
あ
る
。
を
は
根
本
^
於
て
他
入
の
排 

除
に
し
て
、
'從
て
消
極
的
特
權
附
與
のi

方
法
な
ヶ
ヒ 

云

へ
；{

め
ら
ぅ
。」

獨
占
許
可
の
權
利
は
歷
史
的
由
來
.
 

に
就
て
：は
封
建
制
度
の
®
觀
念
に
歸
す
，。
卯
國
主
は
總
::
:
 

ベ
て
の
權
カ
及
總
べ
て
の
興
よ
り
出
づ
べ
き
權
利
の
所

ru
T
丨
ト
、兩
朝
I:
於
け
るH

槳
政
策 

第

四

號

1
Hニ

有
者
^
し
て
、
其
意
に
從
て
其
權
利
を
家
臣
に
賦
與
し
、 

家
臣
は
其
權
利
の
全
部
又
は
"

ー
部
を
他
に
近
に
賦
與 

し
た
の
で
あ

る

。

而
も
王
權
が
徐
々
た

る

變
化
に
よ
& 

如
何
に
發
展
し
た
る
か
は
^

^
述
ぶ
べ
き
乙

ど
に
あ

ら
 

ず
、
近
世
的
君
主
は
總
ベ
て
の
經
濟
的
行
爲
>
許
容
し
，，
 

:

及
禁
止
し
"
其
實
行
を
或
.r

定
の
人
に
許
し
て
、
他
に 

.之
を
禁
ず
る
法
を
立
て
た
ビ
云
ふ
を
以
つ
て
足
れ
b
.ど 

:

す

る

.
。
，近
世
的
特
權
の
形
態
を
中
世
的
形
態
ビ
、
從
て 

資
本
主
義
的
特
權
を
.手
工
業
的
特
徵
ビ
を
"
組
合
的
.獨 

:

占
を
團
體
的
特
權
^
<
^
0ロ
1?
;
0
1
1
3
旦

<.
0脊

}
。
國
家
的 

獨
占
を
個
八
的
特
權
6
な
す
に
よ
り
て
分
か
た
ん
ど
し 

た
る
も
、

こ
は
總
ベ
て
：の
場
合
に
該
當
す
る
も
の
に
あ
.
 

ら
す
。
假
令
個
人
的
特
權
，か
通
則
を
な
す
に
も
せ
よ
、 

資
本
主
義
的
獨
占
は
團
體
的
特
權
£
し
て
も

亦
個
人
的 

特
權vj
し
て
も
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。(S. 

375-7)

:

1の
團
體(Korparationy

か
獨
占
權
を
確
認
せ
ら
る 

る
S
同
時
に
其
社
員
の
數
を
制
限
す
る
權
利
が
之
皮
結

合
し
#
る
も
、
後
者
は
之
を
缺
く 

r
ご
も
#
る
の
で
あ
限
許
與
せ
ら
れ
扛
。
此
最
後
の
形
態
に
於
C
近
圯
の
畸 

る
。
斯
く
の
如
き
は
、M

十
六
、
七
、
八
世
紀
の
英
國
.に

，
許
權(patent)

に
近
く
、
斯

S
の
如
き
は
旣
に
屢
々H 

於
け
る
大
多
數
の
制
規
會
社
で
あ
る
o
: 

リ
ザ
べ
ス
時
代
の
英
國
に
見
る
所
で
あ
る
。(S. 

3
700) 

r

個
人
又
は
園
體
が
，許
與
せ
ら
れ
し
獨
占
權
は
.原
則—

'■
'

而
し
て
商
業
的
獨
占
權
は
一
の
定
ま
れ
る
商
品
か
或 

ど
し
て
任
意
の
有
利
な
る
事
業
に
及
び
得
る
も
の
，に
し
.：

j

は
又
、
或
種
屬
の
商
品
.か
に
就
て
獨
占
的
に
商
業
を
營 

て
，
生
產
獨
占
權
ざ
同
，じ
く
商
業
或
は
交
通
觸
占
權
を
：
'
む
權
利
を
抱
含
し
た
チ
又

も
認
む
る
の
で
あ
る
。
，生
產
獅
占
權
は
由
ら
本
質
に
於：

た
る
地
方
、
或
定
ま
れ
る
國
ど
獨
占
的
に
貿
易
を
營
む 

て
エ
拿
獨
占
權
に
し
て
卞
旣
ゆ
其
常
時
存
在
せ
る
エ
業
：|

の
權
利
を
與
I,へ
た
。:
即
"第
十
七
世
紀
に
於
て
もM

e
v

 

に
レ
て
資
本
主
義
的
組
織
に
移
る
べ
き
も
の
に
，あ
b
て

chant A
d
v
e
n
t
u
r
e
r
s

ft
の
み
が
、
總
べ
て
の
種
類
の
毛 

は
、

一
個
の
刚
體
が
全
工
業
に
對
す
る
支
：配
權
を
得
るj

織
物
を
獨
乙
及
ニ
ー
デ
ル
ラ
シ
ド
に
輸
出
す
る
の
權
利 

か
.：或
は
英
國
に
於
て
、
硝
子
工
業
製
®
工
業
等
の
新
創
.j

を
有
し
た
ち
し
が
如
&
之
で
あ
る
。
此
地
理
的
獨
占
は 

設
の
エ
業
に
於
け
る
が
如
く
、
最
初
ょ
b
ri
!
民
的
：獨

占

總
べ

て
の
大
海
外
貿
豸
#
社
に
於
て
最
も
^
^:
な
る
悤 

0
形
成
せ
ら
る
る
か
の
孰
れ
が
の
方
法
に
於
て
®:
現
せ
二
用
範
圃
を
有
せ
し
も
の
で
あ
る
。
例
令
、
英
國
^
印
度 

•ら

れ

た

。
時

ご

し

て

は

：
、
或

一：：：

定

種

類

の

貨#/
を
生
產
す
會
社
に
於
が
る
が
如
き
で
あ
る
。
ぃ

 

る
.の
特
權
は
一

都
市
".一

地方即其晞に滅地に於て總べ

.て
の
國
家
は
、
資
本
主
義
的
利
益
促
進
0
點
に 

生
淹
を
な
す
總V

て
の
人
^
許
與
せ
ら
れ
た
。
*
占

權

一

致

し

居

る

限

^
^
斯
く
の
如
き
獨
占
政
策
を
行
ひ
た 

は
永
久
に
或
は
最
初
の
受
權
者
の
終
生
、
又

は
一

穿
'
^
-
.る
も
の
に
し
て
，
此
點
に
就
て
も
亦
、
都
市
經

濟

政
策 

第

十

七

怨(

六

ニ

さ

雜

：
''
錄
：

チ
ユ
ー
ニ
、ス
チ
ユ
ァ
ー
ト
、兩
朝
じ
於
け
生
業
政
策
.

第

四

號

i
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第

十

七

怨

ハ

三

〇

〕

雜

錄

チ

T

-
ニ

、ス
チ
モ
ア
ー
ト
、

H
朝

！！

於

け

要

業

政

策■第

.w
號

ー

ー

ー

ー

四

ん
皮
せ
し
所
ビ
同
ー
に
し
て
、
ェ
業
的
生
產
者
は
豐
富

の
繼
澉
者
た
る
の
で
あ
る
。
或
一
國
に
於
て
は
經
濟
生 

•
活
の
獨
占
的
狀
態
に
對
す
る
傾
向
は
他
國
よ
り
も
® 

く
、
.一
 
或
國
に
て
は
經
濟
生
：■
、
一
 
全
般
に
等
し
ぐ
及
び
、. 

他
國
に
て
は
一
部
に
强
く
し
て
他
に
力
弱
き
こ
ご
あ
る 

ベn

雖
も
、
其
根
本
原
理
：に
於
て
■此
政
策
は
普
く
一 

般

に

同1

な
る
も
の
.で
あ
る
。(S- 

379-

000)

;(

ロ)

根

本

に

於

：て

獨

占«
附

與

ど

、

全
エ
業
部
門
に 

:對

し

て

少

く

な

く!̂
も

同

一

の

結

果

を

與

ふ

る

：資
本
主 

義

的

エ

業

の

特

權

の

.
1

形
態
は
貴
物
：集

散

に

、
促

進

し 

又
は
抑
制
す
る
の
影
響
を
興
ふ
る
.
.方
法
に
よ
る
、
商
品 

市
場
の
A

爲
的
影
響
で
.あ
る
？
競
#
,を
排
除
し
或
は
制 

.限
せ
ん
ど
す
る
目
的
|ぐ」

直
接
.に
非
中
し
て
、
■間
接
に
達 

せ
んv

す
る
に
於
て
、
商
業
政
策
的
手
段
の
，.
|

«の
Al
l
 

の

作

用

は

新

に

附

加

せ

ら

れ

る

。
旣
に
：說

明

せ

.る
如
く
.、 

マ
ー
ヵ
ン
.チ
リ
ズ
ム
の
商
業
政
策
は
都
市
的
商
業
政
策 

よ
k

直
接
に
發
達
せ
ろ
^p

の
で
あ
る 

> 
君
主
が
其
國
家 

に
於
て
遂
行
せ
んV」

す
る
目
的
は
、
都
市
政
府
の
な
さ

な
る
原
料
を
支
配
す
べ
く
、
外
國
生
產
物
に
對
L
て
保 

護
せ
ら
るV,

き
こv

で
あ
る
。
故
に
國
家
的
商
業
政
策 

の
起
源
ね
於
て
其
手
段
は
同
一
で
あ
つ
た
。
即
原
料
品 

:並
に
半
製
品
の
.輸
出
を
禁
ず
る
と
共
に
旣
製
品
の
，®
入 

を
も
禁
じ
た
の
で
あ
る
。(s. 

30 01)

翁
主
的
國
家
は
ft 

出
入
禁
业
.に
於
て
.は
唯
都
市
の
經
濟
政
策
を
蹈
襲
し
た 

る
の
み
な
る
も
、
國
家
は
M
に
進
ん
で
、
前
代
に
見
ヤ
、 

又
，そ
れ
力
た
め
に
氣
々
總
べ
て
の
マ
ー
力
ン
チ
リ
ズ
ム 

®
業
政
策
を
全
く
新
な
る
も
の
す
見
る
者
さ
へ
あ
る
'、
 

商
業
政
策
の1

手
段
を
發
達
せ
し
め
た
。
こ
は
即
保
« 

關
稅
で
あ
る
。
移
動
の
狀
徳
R
在
る
货
物
ょ
6
税
を
徵 

す
る
は
中
世
を
通
じ
て
：一

般
に
行
は
れ
た
る
所
に
し
て 

徐
々
に
領
主
及
都
市
に
0
^
7
る
视
源
ど
な
つ
た)

叱
財 

政
的
陳
税
を
產
業
保
護
の
目
的
に
供
せ
ん
マ」

す
る
變
 ̂

は
何
時
生
せ
る
や
は
疋
確
に
云
ひ
得
ざ
る
も
、
恐
ら
く 

は
^
蹄
的
政
策(K"assvtf£CI7cr POJitiJCo

の

〗

^
用
ミ

し
て
全
‘く
徐
々
に
生
じ
た
る
も
の
で
あ
ら
*？
。

前
し
て
、
資
本
主
義
的
利
益
が
全
く
特
に
强
き
促
進 

を
受
け
た
る
一
手
段
即
、
内
地
關
税
の
駿
止
を
記
す
こ 

ド
-な
く
ば
、

マ
ー
ヵ
ン
チ
リ
.ズ
人
商
業
政
策
は
極
め
て 

不
完
全
に
考
察
せ
ら
れ
し
を
免
れ
な
い
6
舊
時
の
，市
龆 

の
®
界
は
.同
時
に
殆 

< 
一，
の
®

«
に
當
つ
.た
0
，即
此
« 

界
に
よ
つ
て
、
圍
繞
さ
れ
た
地
域
は「

，の
統

一
的
も
の 

に
し
て
何
等
の
關
桃
隙
壁
に
よ
ヴ
て
個
々
.の
部
分
に
分 

割
せ
ら
る
ベ
き
に
非
ざ
るr

領
域
で
あ
る

0
此
內
地
關 

税
制
度
は
フ
ラ
ン
ス
、
及
ド
ィ
マ
に
於
て
#

に
著
し
く 

發
雄
し
た
の
で
あ
るCS, 

30 0
2
-
3

)

(

、ノ〕

獨
占
權
附
與
及
商
品
移
動
の
人
爲
的
支
配
に
よ 

る
保
議
ド
共
に
尙
、
資
本
主
義
的
利
益
の
特
權
附
與
の 

「

他
の
本
段
が
稃
在
す
る」

。
即
> 
總V

て
補
助
金
或
は
獎 

_
金

(unterstutzung 

ocu
e
l
- 

p
.̂
3
g:
s
n
g

〕

s 
稱

得
 

，べ
き
も
の
に
t
て
、
萁
許
可
に
；よ
り
人
を
し
て
資
本
丰 

篛
的
企
業
家
と
し
て
活
動
せ
ん
^
す
る
に
到
ら
し
め
、

第

十

七

卷(

六
.三
.
！

)

雜

錄

チ

ュ

ー

ド

‘
、
ス
予

:
或
は
又
、
旣
に
商
業
、
エ
業
或
は
其
他
の
有
利
“
る
事
..
 

.業
を
遂
行
す
る
の
決
意
を
«
せ
る
漭
1:
は
、
利
益
を
 ̂

げ
得
ベ
今
可
能
性
を
與
へ
ん

ヒ

し

た
る
も
の
で
.め
る
。

| 

S
a
v
a
r
y

は
國
家
♦か
蚴
家
的
x:
業
に
於
け
る
企
業
家
及
勞 

\

働
者
に
許
可
す
可
き
も

の
を
數
へ」

て
次
の
如
し

士

な 

一？
す
。

：

(A
)
企
業
家
ば
、
世
襲
貴
族(

最
も
重
耍
な
る
も
の)

。外 

國
人
な
る
場
合
に
は
歸
化
の
許
可
。
彼
に
ょ
つ
て
相 

ひ
ら
る
る
原
料
或
は
製
造
せ
ら
れ
た
る
生
鹿
品
の
、
 

,卜
:'
:
;輸
入
或
は
輸
出
株
免
除
。長
年
限
の
無
利
子
貨
付
平 

金(

其
額
は
其
企
業5

成
果
に
從
て
測
ま
す
る)

。
鹽 

す

：類
の
卸
賣
價
格
の
特
典
。
自
用
、
家
族
、
及
典
勞
働 

:
.者
用
の
ビ
ー
ル
釀
造
の
特
典
。
其
エ
場
の
建
設
地
、 

厂

X
業
監
瞥
の
免
除
。
等
の
特
典
を
受
け
>
B)
勞
働
者 

:

.は
免
税
。
及
組
合
自
曲
：の
«(

客
2.
發

ミ

&
1:

)

等
を
有

而
も
企
業
家

(:
€
り
て
自
ら
重
大
事
た
る
は
企
業
家
：
 

i

ァ
ー
ト
、兩
朝
K
於
け
るH

槳

政

策

笫

四

號

匸

一

$



節

十

七

翁

i

三)

雜

錄

チ

H

丨
ド
べ
ス
チH

ア
ー
卜
，兩
朝
に
於
け
る
ェ
樂
政
策
第
四
號
ー
三
六

,が
國
庫
よ
り
現
金
に
て
受
く
る
補
助
金
で
あ
る

0

こ

は 

I特
に

C
o
l
b
e
r
t

の
執
政
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
實
に 

著
し
き
額
で
あ
つ
た
。

• 
:;:
恐
&
<
同
一
な

る

；
熱
心
並
に
.國
帑
の
犠
牲
を
以
て
せ
.
 

ざ
る
^

!
て
も
、
佝
其
根
本
に
於
て
同
ー
の
丰
段
を
以 

て
諸
君
主
は
資
本
主
義
的
產
業「
の
促
進
に
努
め
た
の
■で 

あ
，る
。
特
に
獎
勵
金
はM

國
に
於
て
、
旣
製
品
の
輸
出
： 

に
就
て
採
用
せ
ら
れ
夂
其
他
、
例
令
千
ッ
ザ
ベ
ス
以
來 

英
國
.諸

主

が

0
0
3矣
巴
1
の
錫
鑛
|.
1
1:に
對
し
て
有
す
る 

:鑛
物
先
質
.權
に
就
て
な
甘
る
が
如
く 

s

®主
に
風
す
る
ハ 

先
質
權
を
資
本
家
に
讓
渡
す
る
等
0
.策
を
採
り
、
斯

る
一 

手
段
は
總V

て
の
他
の
諸
國
に
於
て
反
衡
繰
返
さ
れ
しI

所
で
あ
る
。(

S

 

3
00
4
-
5

) 

j

(2
)
何
人
も
經
濟
を
營
W
ベ
か
ら
中
、
政
府
よ
り
を
れ 

に
對
し
て
權
利
を
得
べ
き
も
の
な
$

、
;
€
の
中
世
經
濟 

生
活
.の
第
一
の
根
本
觀
念
が
、
財
主
.國
家
に
よ
り
て
受 

理

せ

ら

れ

れ

る

如

く

、

第

ニ

の

根

本

觀

念

即

各

人

は

赀

;
自
己
の
經
濟
的
行
爲
を
政
府
の
命
令
に
從
て
處
理
せ
ざ 

る
べ
か
ら
す
S
の
觀
念
は
、
前
者
に
比
し
毫
も
其
力
の 

劣
れ
る
も
の
で
な
い
。
此
第
ー
の
根
本
觀
念
を
特
權
の 

:

觀
念
、
他
を
制
規
の
觀
念
ビ
呼
ぶ
.0
實
に
初
期
*
本
主 

j

義
時
代
は
..悉
く
其
束
縛
支
配
の
下
に
花
た
の
で
あ
る
。

j  

(

S
.
3
S

)

:
:

茲
に
經
濟
的
殊
に
エ
業
的
商
業
的
行
爲
の
秩
序
に
關

|

;1
>

沿̂
君
主
國
に
.於
け
る
^
る

._組

織

の

本

質

の

奈

邊

に

j

存
せ
る
か
、
前
代
よ
り
何
物
が
移
3
れ
、
何
物
が
新
に

|
附
加
せ
ら
れ
し
か
を
免
る
。
即
殊
に
、
組
合
組
織
に
現

!

は
れ
た
る
中
世
經
濟
制
度
は
其
根
本
见
想
に
於
て
、初

ー
期
資
本
牛
義
時
代
全
部
を
逋
じ
て
侬
然
ど
し
て
其
權
威

:

を
保
て
る
を
說
明
す
る
に
あ
る
。
經
濟
上
の
諸
法
制
は
.

根
本
に

於
て

侬
然
朿
縛
せ
ら

れ

た
る
も
の
で
あ
る
o
而

し
て
審
制
君
主
國
が
經
濟
秩
序
に
與
ベ
た
る
本
質
的
#

化
を
見
る
に
、
第
一
.に
組
合
制
度
は
多
く
の
a
に
於
て 

頑
强V 」

な
6
其
權
威
は
一
般
的
ビ
な
っ
た
即
中
世
に
於

け
る
i

b
も
排
他
的
に
し
て
狹
溢
な
る
も
の
ぞ
な
り
し 

C

其
紐
合
數
の
著

し

く

增
加
せ

る

が
如
き
で
あ

る

。
 

斯
る
排
他
的
傾
向
の
勢
を
增
加
せ
る
.」

迻
は
特
に
：手
工
I
 

業
に
.影
響
を
典
へ
、
大
部
分
、
多
數
の
手
工
業
が
資
本 

主
義
の
發
達
に
ょ
6
て
陷
れ
る
_

_
を
生
せ
し
め
^

。，1 

而
も
倚
資
本
主
義
的
利
益
も
亦
少
な
か
ら
す
此
變
化
に
一 

ょ
：つ
.て
打
擊
を
受
け
^
の
で
あ
る
。
所

.；
例
令
工
業
^

I 

歡
督
に
關
す
る
、
製
品
の
良
質
、
‘經
營
の：

秧

序

的

編

制I 

其
他
をE

的
^
す
る
總V

て
の
政
府
の
命
令
は
直
接
、

| 

資
本
主
義
的
エ
業
に
苏
の
目
的
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
"： 

(S; 
3

0 0
7

-0 0)

而
し
て
_
る
：制
規
は
餌
ら
：其
時
代
の
趣
本： 

In
業
即
織
物
工
業
に
最
も
多
ぐ
行
は
れ
た
る
も
、
其

他
'
 

CO
H
業
部
鬥
に
て
も
®
牢
*
は
嚴
酷
，な
る
支
配
を
受
け
"：
 

tt
の
で
あ
る
。

.一資本主義的
エ

業
及
商
畠
は

aゲ
な

る
揚
合
に
斯
る 

制
规
を
受
け
、

ま
業
及
エ

■
0
«

ホ
主
義
的
特

«
を
 ̂

Jt
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
る
多
數
の
規
定
及
方
策
あ
り
、

笫

十

七

猞

(

ェ
ハ
ー
ョ5 :
::
雜

錄

チ

ュ

ー
ド
ル
、
ス
チ

'，其

等

は

直

ち

に

手

H

業

的

秩

序

の

破

壤

Y改
造

、
發

族

を
 

:意
味

し

、

そ

れ

に

ょ

り

て

媒

制

君

主

國

は

手

エ

業

を

鑛
 

，
牲

に

供

し

て

も

a資
本

主

義

的

利

益

に

貢

献

せ

ん

t努
 

め

た

の

で

?)
:る
。

先

づ

第

I

に

經

營

の

搬

大

を

妨

ぐ

る
 

:を
目

的

ど

す

る

？

助

手

及

生

產

要

具

の

ft
の

制

限

等

の

:: 

如

き

總

，ベ

て

排

他

的

工

業

法

の

拘

束

の

廢

除

を

憶

a起
■
 

す

。
：
新

工

業

は

明

に

斯

る

法

制

ょ

b免
除

せ

ら

る

る

か
 

，
或

は

又

工

業

制

度

に

於

て

斯

る

制

限

的

規

定

は

緩

和

せ
 

ら

れ

た

の

で

あ

る

0(S.
3
9
0)

' :
5
r
;
u
n
m
z
i
e
r
u
n
g
。

■組
合
制
度
の
國
民
化
ど
呼
び
得
：
：

.

.

. 

•.

ベく
、
以
て
中
世
#
，市
が
it
方
的
乘
害
に
於
て
設
け
た 

k

る
總
べ
て
の

障
害
の
廢
除
せ

ら

る

.
ベく

、
又
殊
に
工
業 

1

法
制
を
全
國
に
能
ふ

限
り
同

一な
ら
し
め
た
る
、

マ
ー 

丨
ヵ
ン
チ
ジ
ズ
ム
政
策
の
一

手
段
は
、
特
に
資
本
主
義
的 

利
益
の
本
質
的
促
進
を

意
味
せ
し
も
の
で

あ
る
。

或
は 

.
國
家
監
督
支
配
機
關
皮

し
て

都
市
に
代

&
た
る
：に
ょ 

K

或
は

都
市
組
合
を
國
家
的
組
合

^
な
し
"

又或は

H

ァ
ー
ト
、
兩

朝

LL

於
け
る
工
業
政
策 

笫

叫

號

J
Hセ



第
十
I
 

(

2

四)

雜

錄

「

人
S

J
批
,

.新
に
出
現
せ
る
エ
業
部
門
に
對
し
常
初
ょ
り
國
家
的
組 

合
を
創
設
す
る
に
よ
h
て
斯
る
國
垃
化
を
成
^
し
2
,の 

:

で
あ
る
。
而
し
て
、細
濟
形
賴
が
恰
も
其
常
時
、
多
數
の 

X
業
に
於
て
際
會
し
た
る
手
工
業
よ
G
家
內
工
業
へ
の 

，變
化〜

典
に
新
な
る
國
家
的
組
合
は
旣
に
最
初
よ
り
^
 

內
：

H

業
制
度
の
性
質
を
有
し
作
此
國
家
的
，エ
業
剛
體
の 

::
^
態

a
第
十
七
、
A
I世
紀
^
通
じ
て
總
ベ
て
の
國
々
に 

rr
に
多
歡
r
出
現
し
、
其
時
代
のH

業
組
織
に
其
特
徴 

を
與
ふ
る
所
の
も
の
..で
あ
る
，。，
此
組
合
制
，度
の
阈
1*
化 

は
英
國
及
フ
ラ
ン
ス
に
於
て
、
統

j

倾
向
の
®:
な
る
，r 

よ
，，
、
旣
に
中
世
に
於
て
生
じ
た
の
で
あ
る
。(g. 

E
 

以
上
を
以
て
、
ゾ
ム
イ
ル
ト
の
マー

カ
ン
チ
リ
ズ
ム

梢
®
及
辟
H

m
政
策
論
の
大
要
を
述v

終
り
た
れ
ば
、
 

以
下
、
先
づ
チ
ユ
ー
ド
ル
朝
時
代
殊
に
エ
リ
ザ
べ
ス

朝
 

に
於
け
るH

業
組
織
の
如
何
な
^N

し
か
及
之
に
對
す
る 

H

業
政
策
.の
影
_
ど
を
舰
察
ず
る
。(

未
完)

.

第
四
號

1

三
八

「

人
口
論

L

批

判

(

上)

津

田

誠

«m aa ,

B
g
a
r

は

「

謂

は
V'
ア
グ
ム
、

ス
ミ
ス
は
何
人
も
# 

揚
し
、然
も
何
人
も
味
讃
：せ
ざ
る
著
書
を
殘
し
、
マ
ル
サ 

.ス

.は
何
人
も
味
K
せ
ず
然
も
何
人
も
非
*
す
る
著
#
を 

殘
し
^」

(

S
3
I 

thus .and ;.His .work, t
x

^
ど
*s
.
oて
.
 

ゐ
る
。
誤
解
の
上
に
不
當
の
非
議
を
漿
れ
る
、

マ
ル
ナ 

:

ス
の
如
く
甚
し
き
は
稀
有
で
あ
る
。：
乍
并
、拆
く「

人
口 

論」
が
萬
人
嫌
忌
の
對
象
ど
な
れ
る
は
、
偶
々
そ
れ
が
® 

|人
の
注
意
を
喚
起
す
る
に
&
る
權
威
あ
る
內
容
を 

せ
る
證
左
で
あ
る
。
其
初
版
は
洵
に
眇
た
る
小
批
に
過 

ぎ
ざ
り
し
に
拘
ら
ず
、
出
現
の
當
初
ょ
り
忽
ち
學
界
に

1

々
た
る
論
#
を
*
騰
せ
し
め
た
。
而
し
て
マ
ル
ナ
ス 

は
衆
多
の
論
敵
に
&
す
る
應
酬
に
依
办
、
愈
々
典
學

11
1-

の
大
成
k
資
し
々
の
で
ゐ
る
o
特
に
®
れ
•か
人
口
の
幾 

何
級
數
的
增
加
ざ 
>
.
食
糧
の
算
術
級
數
的
靖
加
を
云
爲 

せ
る
は
、
時
人
後
人
の
激
烈
な
る
非
雛
を
■
起
す
る
誘 

因

の1

な
つ
た
o
今

私

は.Edwin 

C
a
r
m
a
n

の

「

人 

、
口
論」

批
判
を
通
し
て
、
此
«
の
非
難
の
耍
皆
倥
價
値
..
.
| 

ミ

を

織

檢

し

た

い

。

:

;

ぐ

 

0
災
§
岂
に
從
へ
ば
、
若
し
.
.マ
ル
サ
，ス
が
取
.に
：\
<̂
巴
1
3̂

一
 

.の

如

く

八

，
口

の

增

殖

が

潴

極

に

，於

て

.妨
遏
せ
一
ら
る
可
き 

事

を

立

證

せ

ん

ど

欲
^:
た

の

で

，あ

れ

ば

、

そ

^

は

正

し

j 

:
い
。
S

地
球
の
廣
蒸
に
I

限
が
t

、
5

1

^

に
德
息
す
可
き
人
口
に
も
所
詮
制
限
あ
る
は
自
IJ
j
の

理

ノ
 

で
あ
る
。
乍
併
マ
ル
.サ
：ス
，ば
常
に
其
0
學

說

が

、
リ

か

、

一 

る
解
釋
を
下
さ
れ
る
事
を
侮
鹰
し
拒
杏
し
て
ゐ
る
。
彼

| 

は
人
口
增
殖
に
對
す
る
制
限
の
、
'ニ
六
時
中
必
要
不
可 

缺
の
も
の
ft
る
を
立
®
せ

ん

^
企
圖
U
た
の
で
あ
る
。

:

而
し
て
彼
れ
が「

人
邙
の
カ
は
生
存
資
料
を
康
出
す
る： 

土
地
，の
力
ょ
K
7も
無
限
に
偉
大
'で
あ
る
1-
ど
云
ふ
時
、

筑

十

七

怨

7
ー
ハ
霊)

雜
、
.ノ
錄
:「

人
口
論」

彼
は
■現
在
を
考
.慮
し
て
ゐ
る
の
で
、
決
し
て
遥
遠
の
|
 

來
を
考
it
し
て
ゐ
る
の
で
は
無
い
、(

c
a
n
n
a
n
:

 

T
h
e
。
* 

n.es of Production a
n
d
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d

 ed. 

p. 

1
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) 

其
■
左V

し

て

C
a
n
n
a
n

は
次
の
如
さ
マ
ル
サ
ス
の
.言 

辭
を
引
用
す
る
:0
即
ち
'

::「

-
< ロ
の
作
用
を
以
て
：平
等
の
祉
會
組
織
の
全
甚
礎
:, 

を
崩
壊
せ
し
む
る
も
の
ご
思
*
せ
るW

a
l
l
a
c
e

氏
す
ら
、
；

.

全
地
球
が
昍
園
の
如
く
開
：纖
せ
ら
れ
、

其
上
の
生
產
咐
： 

加
•か
最
早
不
可
能
ご
な
る
時
の
至
る
に
先
立
つ
て
、
該 

原
因
ょ
h
諸
種
の
困
雛
の
發
生
す
可
き
事
を
知
悉
し
な 

か
つ
た
ら
し
い
9
若
し
か
\
る
.見
解
が
眞
疋
で
ゐ
り
、
且 

つ
他
方
に
於
て
美
は—

' き
平
等
世
界
の
實
現
を
可
能
ビ 

せ
ば
、
佘
ど
雖
這
個
の
企
劃
を
追
求
す
る
吾
人
の
熱
意
.
 

,が
徭
遠
？
困
纖
に
對
す
る
配
虛
の
爲
に
徂
喪
せ
ら
る
可 

き
必
要
を
見
な
い
。
か
、
る
遠
隔
の
事
故
は
須
く
天
0' 

攝
理
に
委
ね
て
可
な
り
で
あ
る
。
然
し
實
際
に
於
て
®

、
 

し
佘
の
論
述
す
る
見
解
を
正
當
€
す
れ
ば
、
S
裡
の
闽

, 

_
四

總
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